
地域リハビリテーション活動支援推進のための
人材育成事業

研修のご案内



この事業の背景

厚生労働省は
「地域リハビリテーション活動支援事業」を創設

リハ専門職に
「全国津々浦々で地域包括ケアに貢献してほしい」

そのために，リハ専門職の職能団体は
「責任を持って貢献できる人材を育ててほしい」

リハ専門職：言語聴覚士，理学療法士，作業療法士



研修③ 地域リハ活動支援推進者養成研修会
リハ病院・施設協会とリハ3協会による共催

（全国規模や広域ブロック単位）

研修② 地域リハ活動研修会
（都道府県又はブロック単位）

研修①

ＰＴ協会研修

研修①

ＯＴ協会研修

研修①

ＳＴ協会研修

〇研修②において、その他の職能
団体との交流・協働関係を構築
〇地元医師会・行政担当部署等の
理解と協力依頼

参加者はリハ病院・施設協会等と3士会による推薦者とする

注：PT,OT,STの全国協会を「協会」、県士会を「士会」
と表記する

「３」という表記はPT,OT,STの合同の意とする

リハ病院・施設協会とリハ3協会による
〇 定期的なフォローアップ研修

人材認定（仮案）・登録
〇 実績報告・集約と発信、蓄積

各職能における基本的な知識・
技術は3協会の生涯学習制度等で
担保されるものとする

研修①：3協会における各団体独自の生涯学習に基づく指定研修会等修了者
研修②：都道府県やブロックにおける地域リハ活動に資するリハ専門職の育成
研修③：地域リハ活動に対して世話人的役割を担える地域リハ活動支援推進者の養成

地域リハ活動支援推進のための人材育成の概要

日本リハ病院・施設協会会員（地域リハ活動支援推進者）と3士会
および県リハ支援センター、地域リハ広域支援センター等の協働に
より支援組織を構築し、研修会等について企画・運営。

PT協会独自
の研修過程

OT協会独自
の研修過程

ST協会独自
の研修過程

PT協会運用中の研修システムの共有

研修の1本化



研修①修了者の人材バンク登録および派遣の流れ

＜地域ケアコース＞
①介護保険のしくみ
②介護保険サービスについて

士会指定事業に参加経験
があり、かつ士会からの
推薦がある会員 導

入

研

修

ケアマネ資格所有会員
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ＰＴＯＴＳＴ各団体で要件を
設定し導入研修まで実施する

未経験者で育成コース

＊導入研修の意義の確認：様々な職場から参画する受講者の人となりや能力を確認する
ために対面で行える研修として実施する。
尚,導入研修は,PT,OT士会で開催するものへの参加でも修了を認めるが,初期研修を受けて
いない免除者に関しては,ST協会版の導入研修を受講することを薦める。
将来派遣する場合に確実な人材,育成する人材として各士会が責任を持って取り組む。

○○県リハビリ専門職
協議会窓口が対応する

市
町
村

②の研修
に移行

依頼

派遣

研修①

＜介護予防コース＞
①介護予防概論
②口腔・嚥下機能向上
③認知機能低下予防
④コミュニケーション支援

初期研修

初期研修免除コース



①初期研修の受講、②導入研修の受講、③士会活動への参加
上記３項目を修了することで、研修①の修了とする。

＜初期研修＞
地域包括ケア ２コマ

士会活動への参加
例：士会行事への参加，
総会，研修会等への出席
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【 日本言語聴覚士協会 研修①の実施要項 】

ケアマネ資格を保有する会員

士会指定事業に参加経験があ
り、かつ士会からの推薦がある
会員

初期研修免除者

この研修の受講者は日本言語聴覚士協会の会員でかつ都道府県士会の会員であること

未経験者で育成コース

下記に該当しない会員
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＜初期研修＞
介護予防 ４コマ

未経験者で育成コース
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初期研修 導入研修 事業参加

事業参加 初期研修 導入研修

初期研修 事業参加 導入研修

【履修順序に関する条件】
１．士会活動への参加は、初期研修及び導入研修の受講歴
の影響を受けない。

２．導入研修を受講する前に、必ず事前に初期研修を修了
していること。

パターン①

パターン②

パターン③

い
ず
れ
の
順
序
も
可
能

3項目の受講・参加の順序


